
4.推奨する「定格消費電力」の表示方法 

（4）レイアウト図・機器リスト表への表示について 

 レイアウト図・機器リスト表は電源工事のための「指図
書」としての用途で作成されるものであり、機器の性能を
示すものではないため、特に「定格消費電力」と表示す
る必要はないと考えます。 
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お問い合わせ先 
 

一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター 

企画部 

電話：03-5642-1640 

メールでのお問い合わせは下記のホームページからお願いします。 

http://www.jeh-center.org/contact.html 
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